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義務的例外
Compulsory
Exceptions

任意的例外
Optional

Exceptions

直接/代理人Direct or
through Agent

代理人リスト
Presence of
Agent Lists

有無/名称/対象
Presence or Absence

UPOV

（UPOVへの加盟方
法）
http://www.upov.int/
edocs/infdocs/en/u
pov_inf_13.pdf

加盟時１５種類、１０年以内にす
べての種類
（各国の保護対象植物）
http://www.upov.int/databases
/en/taxa.html

New
Distinct
Uniform
Stable
Suitable
denomination

Prohibited

種苗
収穫物
特定の加工品
交雑(F1)品種
従属品種
保護品種と明確に区別できない品種

私的かつ非商業目
的
試験目的
新品種の育成

自家増殖の扱い
Minimum duration

２０ years
２５ Years（Tree and Vine）

China
1978
Convention

Yes

農業農村部：191

国家林業草原局：293
(2021.12.31現在)

○ None
種苗
収穫物
従属品種

私的かつ非商業目
的
試験目的
新品種の育成
農民の自家増殖

自家増殖は義務的
例外

１５ 年
２０ 年（Vine, Tree, Fruit trees,
Ornamental Plants）

Agent あり

・Seed Law of the People's
Republic of China;
Regulations on the
protection of new plant
varieties in China

・PVP Office, Ministry of Agriculture and
Rural Affairs(MARA)
　担当者 : Mr. LI Jianmeng
・ PVP Office of NFGA;  www.cnpvp.net
Ms. GONG Yumei; www.cnpvp.net

Japan
1991
Convention

Yes All ○ None

種苗
収穫物
特定の加工品
交雑(F1)品種
従属品種
保護品種と明確に区別できない品種

私的かつ非商業目
的
試験目的
新品種の育成

25 年、30 年（Woody plants） Agent なし 農林水産省 輸出・国際局 知的財産課種苗室

Korea 1991 Convention No All ○ None

種苗
収穫物
特定の加工品
従属品種
保護品種と明確に区別できない品種

私的かつ非商業目
的
試験目的
新品種の育成

自家増殖は任意的
例外、権利が及ぶ種
類を指定（現状指定
なし）

２０ 年
２５ 年（Tree and Vine）

Agent
在外者が品種登録した場
合、権利の存続期間中は、
品種保護管理人を選任し、
登録しなければならない

なし
・あり

・林業：なし

対象は、ｲﾈ、ｵｵﾑｷﾞ、ﾀﾞｲ
ｽﾞ、ﾄｳﾓﾛｺｼ、ﾊﾞﾚｲｼｮ
Seed Industry Act（韓国語
のみ）

・ Dr. Chan Woong Park, Examiner, Plant
Variety Protetion Division, Korea Seed &
Variety Service (KSVS)
・National Forest Seed & Variety Center
(NFSV)

Singapore 1991 Convention Yes All ○ None

種苗
収穫物
従属品種
保護品種と明確に区別できない品種

私的かつ非商業目
的
試験目的
新品種の育成

２５ 年
直接出願も代理人も両方
可能

なし なし なし

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF
SINGAPORE
www.ipos.gov.sg,
Lily Lee/ Loh Qiu Li

Vietnam 1991convention Yes All ○ None

種苗
収穫物
従属品種
保護品種と明確に区別できない品種

私的かつ非商業目
的
試験目的
新品種の育成

個人農家の自家増
殖、従属品種、保護
品種と明確に区別で
きない品種は任意的
例外

２０ 年
２５ 年（Tree and Vine）

直接出願も可能（ベトナム
語）
英語出願開始予定

あり

あり/
(1) Recognition of circulation of
plant varieties
(2) Self-declaration of
circulation of plant varieties/
(1) Rice, corn, coffee, orange,
grapefruit, banana
(2) Self-declaration of
circulation for the rest varieties
(except main crop)

LAW CROP PRODUCTION
(Law No. 31/2018/QH14
date: November 19, 2018)

・PVPO
・Department of Crop Production is
responsible for the other issues related to
Crop Production
Ms. Tran Thi Hoa, Vice Director General of
DCP, Director of PVPO

Brunei × No All ○ None

種苗
収穫物
特定の加工品
従属品種
保護品種と明確に区別できない品種

私的かつ非商業目
的
試験目的
新品種の育成

農家の自家増殖は
任意的例外

２５ 年 代理人軽油 なし
Plant Varieties may also
be patented under the
Patents Order.

(1) Brunei Intellectual Property Office
(BruIPO):
http://bruipo.gov.bn/SitePages/Home.aspx;
(2) Department of Agriculture and Agrifood
(DAA), Ministry of Primary Resources and
Tourism(MPRT) :
http://www.agriculture.gov.bn/SitePages/eMi
nistry%20of%20Primary%20Resources%20and%
20Tourism%20(eMPRT).aspx
(a) BruIPO : Norazizah Binti Hj Mohd Ja'afar;
(b) DAA, MPRT : Hajah Masliana Yuliah Binti
Abdullah

Cambodia × No Limited ○ None

種苗
収穫物
特定の加工品
従属品種

私的かつ非商業目
的
試験目的
新品種の育成

農家の自家増殖は
任意的例外

２０ 年
２５ 年（Tree and Vine）

居住地または雇用地がカ
ンボジア国内である代理人

MISTI 及びMAFFの共
同宣言に記載された
条件を満たす代理人

あり
National Variety Relist
Committee (NVRC)
Two types of rice varieties (
Kong Rey and Champey Sor-70)
as rice variety is insensitive to
photoperiod, short duration
variety release by NVRC, MAFF.

The joint declaration on
Role and Responsibility
of MISTI and MAFF on
Protection of New Plant
Variety made by MISTI
and MAFF have been
official signature by
both Minister.

Law of Establishment of Ministry Industry,
Science, Technology and Innovation on
March 26,2020 from Ministry of Industry and
Handicraft. MISTI is still responsible for
granting protection of new plant variety.

1) H.E Ngeth Vibol, Deputy Director General
of Industry, MISTI
2) H.E Dr. Ngin Chhay, Director General of
General Directorate of Agriculture, MAFF

Indonesia ×
Yes

 (Initial process)
All

○

Permission from the owner of
registered initial variety only

for EDV case

種苗
従属品種（UPOV条約と概念が異な
る）

私的かつ非商業目
的
試験目的
新品種の育成
収集保存目的

自給自足小農の自
家増殖は、任意的例
外
自給自足小農以外
の自家増殖には権
利が及ぶ

２０年：１年生植物
２５年：多年生植物

代理人 あり
あり
Variety release system
All spieces

Law No 11 Year 2020, Law
No 22 Year 2019 (Law of
sustinable agricultural
cultivation system)

Center for Plant Variety Protection and
Agricultural Permits (CPVPAP),
Director of CPVPAP

Laos × Limited ○ None

種苗
収穫物
特定の加工品
従属品種
保護品種と明確に区別できない品種

私的かつ非商業目
的
試験目的
新品種の育成

育成者の許諾を得て
入手した種苗からの
自家増殖は任意的
例外

２０ 年
２５ 年（Tree and Vine）

代理人
英語出願可能（９０日以内
にラオ語翻訳提出）

あり
PVP Division, Department of Intellectual
Property, Ministry of Industry and Commerce

各国法制度等整備状況　　Comparison of PVP Law System in EAPVP Forum Member Countries

法令 Law

担当機関 Responsible
Organization　担当者Name of

Person in Charge
育成者権の範囲

Scope of the Breeder's
Right

育成者権の例外Exceptions
to the Breeder's Right

育成者権
の期間

Duration of the Right

海外からの申請
Application from abroad

UPOV91加盟に向けたステップ

過去2年及び今
後の法律改正
Amendament of

Laws in the
past 2 years

and future plans

その他の法令等
Other Laws

新品種リリースの際
手続きが必要な制度

Plant variety
registration system
on releasing a new

plant variety
UPOV条約との

適合状況
Conformity with

UPOV
Convention

保護対象植物Genera
or Species Eligible for

the Protection

保護の条件
Conditions of
Protection

追加条件
Additional Conditions
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義務的例外
Compulsory
Exceptions

任意的例外
Optional

Exceptions

直接/代理人Direct or
through Agent

代理人リスト
Presence of
Agent Lists

有無/名称/対象
Presence or Absence
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法令 Law
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Organization　担当者Name of

Person in Charge
育成者権の範囲

Scope of the Breeder's
Right

育成者権の例外Exceptions
to the Breeder's Right

育成者権
の期間

Duration of the Right

海外からの申請
Application from abroad

UPOV91加盟に向けたステップ

過去2年及び今
後の法律改正
Amendament of

Laws in the
past 2 years

and future plans

その他の法令等
Other Laws

新品種リリースの際
手続きが必要な制度

Plant variety
registration system
on releasing a new

plant variety
UPOV条約との

適合状況
Conformity with

UPOV
Convention

保護対象植物Genera
or Species Eligible for

the Protection

保護の条件
Conditions of
Protection

追加条件
Additional Conditions
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Malaysia

No  (The current
Act contains
additional
requirements for
registrations of
new plant
varieties.)

Yes All except microorganism

×
The current Act

contains additional
requirements for

registrations of new
plant varieties.

Additional conditions apply.
Applicant shall provide

informations on the document
for the access of plant
genetic resources of
traditional varieties,

genetically modified organism,
disclosure of plant origin.

種苗
収穫物
従属品種
保護品種と明確に区別できない品種

私的かつ非商業目
的
試験目的
新品種の育成

小規模農家の自家
増殖
小規模農家の種苗
の交換
小規模農家の災害
時の販売
従属品種
保護品種と明確に区
別できない品種

２０ 年
２５ 年（Tree and Vine）

代理人（リスト公表） あり なし

Biological Resources And
Benefit Sharing Act 2017
Sarawak Biodiversity
Centre Ordinance, 1997
With Amendments 2015
Sabah Biodiversity
Enactment 2000
Biosafety Act  2007

Department of Agriculture, Crop Quality
Control Division, Level 7, Wisma Tani, Block
4G2, Precint 4, No. 30, Persiaran Perdana,
62624 Putrajaya
1) Mr. Azreen bin Basir
2) Ms. Soo Foong Lian

Myanmar 〇 No All ○ None

種苗
収穫物
特定の加工品
従属品種
保護品種と明確に区別できない品種

私的かつ非商業目
的
試験目的
新品種の育成

農民の間の種苗の
交換（法で定める量）

２０年
２５年（永年性植物）

直接出願可能(ミャンマー
語)

なし

あり/
Seed Registration System/
All crops

Seed Law, Plant
quarantine Law, Fertilizer
Law, Biosafety Law(draft),
Farmer Privilege Law

 Deparment of Agriculture,Ministry of
Agriculture, Livestock and Irrigation

Philippines × No All ○ None

種苗
収穫物
従属品種
保護品種と明確に区別できない品種

私的かつ非商業目
的
試験目的
新品種の育成

小農の自家増殖は
義務的例外
小農による交換、共
有、販売も義務的例
外

２０ 年
２５ 年（Tree and Vine）

認可された代理人または
法律事務所

なし

あり/
 "Crop Variety Registration".
This is being implemented by
the Bureau of Plant Industry -
National Seed Industry Council
(BPI-NSIC). /
All of the genera or species are
eligible

なし

Department of Agriculture, Bureau of Plant
Industry - Plant Variety Protection Office
Gerald Glenn F. Panganiban, Ph.D., BPI
Director & PVPO Registrar

Thailand × No Limited

①タイのGeneral
domestic plant
variety 又は野生植
物若しくはその一部
を育種に使った場
合、利益配分契約
書の添付が必要
（第19条(5)）②未譲
渡性の要件が海外
についても１年しか
認められていない
(収穫物を除く)。

・Additional conditions (Article 19 (5) specifies
that the application for registration of a new
plant variety shall submit together with a
benefit sharing agreement in case where a
general domestic plant variety or wild plant
variety or any part thereof has been used in
development of a new plant variety)
・Different conditions (where as criteria of
novelty does not cover harvested material and a
variety shall not be deemed as a new plant if
such variety has been exploited more than one
year prior to the date of filing and application,
either in or outside Thailand)

種苗
保護品種と明確に区別できない品種

種苗以外の目的で
の利用
育種目的での研究、
試験、教育
善意の行為

小農の自家増殖

12年
（1、2年生）
17年
（多年生）
27年
（林木）

直接出願可能（タイ語） なし

あり/
Plant Variety Registration ,
 Plant Variety Certification/
All spieces

Plants Act B.E. 2518 
Plant Variety Protection Office, Department

of Agriculture
Director of Plant Variety Protection Office
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受入可否
Accept or Noｔ

協定は必要か
Agreement is

necessary or not
necessary

費用
Amount of Fee

UPOV

（UPOVTG）
http://www.upov.int/edoc
s/tgpdocs/en/tgp_2.pdf

栽培その他必要な試験を実
施、又は実施を指示、もしく
はすでに実施された試験結
果を考慮

（各国で審査経験のあ
る種類）
http://www.upov.int/re
source/en/technical_k
nowledge.html

（モデル審査協力協
定）
http://www.upov.int/e
docs/tgpdocs/en/tgp_
5_section_1.pdf

３５０スイスフラ
ン

（各国間の審査協力状況）
http://www.upov.int/databases/en/cooperatio
n_examination.html

China

UPOV審査基準に準拠
ﾅｼｮﾅﾙﾃｽﾄｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
農業農村部 231種類
林業草原局 79種類
(2022.12.31現在)

集中栽培試験
現地調査
書類審査（原則審査協力は
行っていない）
※NFGAは書類審査なし

きのこ、観賞植物、果
樹について審査能力を
向上したいとの要望あ
り

○

（農業農村部）
41,716
2020/12/31現在
(林業草原局）
8,836
2022/12/31現在

(農業農村部）
16,508
2020/12/31現在
(林業草原局）
4.055
2022/12/31現在

審査協力はして
いない

Japan
基本的にUPOV審査基準
に準拠（作物によって一部
変更あり）

・主に栽培試験
・現地調査
・書類審査

あり ○
1998/4～2022/3
現在 25,417

1998/4～2022/3
現在 22,846

TGが同じであれ
ば受入可能。
（日本で審査が
難しい場合）

不要

(DUSレポート提供国）ベトナム、豪州、カナダ、
ブラジル、ロシア、ケニア、イスラエル、ニュー
ジーランド、シンガポール、マレーシア、コロンビ
ア、香港、中国、フィリピン、トルコ、インドネシ
ア, CPVO

なし 農水省
種苗管理

センター(NCSS)

Korea

UPOV審査基準に準拠
UPOV加盟国のTG
ﾅｼｮﾅﾙTG KSVS:340種類
          　　林業:334種類

栽培試験
現地調査
委託試験
書類審査

あり ○
2022/12/31現在
KSVS 12,667
NFSV 618

2022/12/31現在
KSVS　9,262
NFSV 295

受入無 必要 ベトナム等(KSVS)
あり(KSVS)
なし(NFSV)

Singapore UPOV審査基準に準拠
栽培試験
書類審査(審査協力)

あり

×

基本的に審査協
力による

2023/2現在
35

2023/2現在
14

受け入れ可能 不要 Japan 場合によってなし

Vietnam

・UPOV審査基準に準拠
・UPOメンバー国に準拠
・ナショナルテストガイドラ
インに準拠

栽培試験
現地調査
書類審査（審査協力も含む）

主要農作物が中心で、
野菜についてはトマト、
花きについては、キク
で若干の審査経験があ
る程度.

○
2022/12現在

2148
2022/12現在

966
韓国, 日本, EU,
台湾

必要
３５０スイスフラ
ン
日本は無料

No あり

PVPO, Ms Pham
Thai Ha, Ms Cam
Thi Hang, Ms. Tran
Thi Thuy Hang

National Center for
Plant Testing
(NCPT), Mr. Nguyen
Tien Phong/Ms.
Nguyen Thi Mai
Ha/Ms. Pham Thi
Diu

PVPO -
Website:
pvpo.mard.gov.v
n

NCPT PVPO

Brunei ・UPOV審査基準に準拠
・UPOメンバー国に準拠

未実施 × 0 0 受け入れ可能 必要 TBC No TBC

Cambodia UPOV審査基準に準拠
栽培試験
現地調査
書類審査（審査協力も含む）

あり 〇 0 0 受け入れ可能 必要 無料 場合によってなし

General Directore
of
Agriculture(GDA),
MAFF

Department of
Crop
Seeds(DCS),
GDA,MAFF

General Directore
of
Agriculture(GDA),
MAFF

Department of
Crop
Seeds(DCS),
GDA,MAFF

Fee for conductin
DUS test is
mentioned in the
declaration of
Ministry of
Economic and
Finance(MEF) as
the public fee for
all services

Indonesia
UPOVTGを基に作成：91
独自に作成：31
EAPVPFで調和：8

栽培試験
現地調査
書類審査（審査協力含む）

あり ○
2022/12現在

954
2022/12現在

616
受け入れ可能 不要 IDR 5.360.000 まだ実績なし あり

Center for Plant
Variety Protection
and Agricultural
Permits
(CPVPAP)

PVP Examiner -
DUS Testing
Station

IDR 150.000
(individual, and
public breeder),
IDR 250.000
(private,
multinational
company, and
Foreign)

IDR 10.000.000
- 20.000.000
(depend on the
crops)

-----

審査能力
Experience of

DUS test

登録件数（累
計）Number of

Grant

担当機関
Responsible
Organization

担当者 Name of Person
in Charge

費用納付先機関　Fee Payee

申請
Application

DUSテスト
実施 DUS

Test
Execution

申請
Application

DUSテスト
DUS Test

登録
Grant

　　　　　各国PVP制度運用整備状況　　Comparison of PVP System Operation in EAPVP Forum Member Countries

（出願・登録統計）
http://www.upov.int/edocs/mdocs/
upov/en/c_50/c_50_7.pdf

審査
Examination

テストガイドライン
Test Guidelines

取扱規定
Handling Rule

DUS試験の実
施状況Conduct

of DUS test

実施状況　Implementation Status 審査協力　Cooperation in Examination

他国のDUS試験レポートの受入
Acceptance of Foreign Reports DUSレポート提供国

Countries Accepting Your DUS
Test Report

出願件数（累
計）Number of

Application

F1親品種の種子提
出の必要

Submission of
Seeds of parents
varieties of F1

Hybrid New
Varieties

・Plant New Variety Protection Office, MARA
・PVP Office of NFGA, Ms. GONG Yumei; www.CNPVP.net

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF SINGAPORE
www.ipos.gov.sg,

Lily Lee/ Loh Qiu Li

・Plant Variety Protetion Division, KSVS（www.seed.go.kr)
・National Forest Seed & Variety Center (NFSV)

農水省

Tentatively initially Brunei
Intellectual Property Office .
Possible for Department of
Agriculture and Agrifood, Ministry
of Primary Resources and Torurism
to take over in the future.
Long term goal: Department of
Agriculture and Agrifood (DAA),
Ministry of Primary Resources and
Tourism (MPRT) ;initially possibly
outsourced to pvp offices of other
countries for the short term

Procedures are still being discussed
as between BruIPO and DAA, MPRT

別添1(2)
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受入可否
Accept or Noｔ

協定は必要か
Agreement is

necessary or not
necessary

費用
Amount of Fee

審査能力
Experience of

DUS test

登録件数（累
計）Number of

Grant

担当機関
Responsible
Organization

担当者 Name of Person
in Charge

費用納付先機関　Fee Payee

申請
Application

DUSテスト
実施 DUS

Test
Execution

申請
Application

DUSテスト
DUS Test

登録
Grant

　各国PVP制度運用整備状況　　Comparison of PVP System Operation in EAPVP Forum Member Countries

審査
Examination

テストガイドライン
Test Guidelines

取扱規定
Handling Rule

DUS試験の実
施状況Conduct

of DUS test

実施状況　Implementation Status 審査協力　Cooperation in Examination

他国のDUS試験レポートの受入
Acceptance of Foreign Reports DUSレポート提供国

Countries Accepting Your DUS
Test Report

出願件数（累
計）Number of

Application

F1親品種の種子提
出の必要

Submission of
Seeds of parents
varieties of F1

Hybrid New
Varieties

別添1(2)

Laos ・UPOV審査基準に準拠
栽培試験
その他の試験
書類審査（審査協力含む）

なし × 1 0 受入れ可能

Malaysia

・UPOV審査基準に準拠
・UPOメンバー国に準拠
・ナショナルテストガイドラ
インに準拠(No.26)

栽培試験
現地調査
書類審査(審査協力含む)

あり ○
2022/12現在

522
2022/12現在

270
受入れ可能 不要

３５０スイスフラ
ン他

まだ実績なし 場合によってなし
Mrs. Noradilla binti
Abu Bakar

Mr. Muhammad
Nuradib bin
Mazlan

N/A

Myanmar ・UPOV審査基準に準拠
・UPOメンバー国に準拠

栽培試験
現地調査
書類審査（審査協力も含む）

あり ○
2023/1現在

39
2023/1現在

8
受入れ可能 不要 その他 なし

Philippines
・UPOV審査基準に準拠
・ナショナルテストガイドラ
イン

栽培試験
現地調査
書類審査

あり ○
2023/1現在

582
2023/1現在

385
受け入れ可能 不要 なし PVP Office

Applicant's
counterpart

PVP Office

Thailand ナショナルテストガイドライ
ン (89)

現地調査
あり

○ 2022/12現在
1,803

2022/12現在
824

法律で禁止 なし

Plant Variety Protection Office

Plant Variety Protection Office,
Department of Agriculture

Department of Agriculture, Crop
Quality Control Division,

Dr.Pa Pa Win, New Plant Variety Protection Section, Department of Agricultural
Research, Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation, Yezin, Nay Pyi Taw, Myanmar
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令和４年度植物品種等海外流出防止総合対策・推進委託事業

（東アジア植物品種保護フォーラムの推進）

第 1 回検討委員会議事概要 

Ⅰ 日時：2022年 6月 22日（水） 10：30－12:00 

Ⅱ 開催方法：対面（三会堂ビル 2階 B会議室）及び ZOOMによるオンライン会議の併用 

Ⅲ 議 事 

１．受託者挨拶   JATAFF理事長   藤本 潔 

２．委託元挨拶   農林水産省輸出・国際局知的財産課 

種苗室国際品種保護班 課長補佐   宮本 英尚 

３．議事開始 

議事開始にあたり、進行役の JATAFF植木より、座長を農研機構 堺田輝也理事に変更

することについて、他の委員の承認を得た。堺田理事、国際協力機構経済開発部次長 

大島歩氏が新任のため、検討委員全員の紹介を行った。 

（１） 今年度の事業実施計画 （以降説明者：JATAFF永田）

（２） フォーラム第 15回年次会合の準備状況

（越部委員）いい企画である。EDVについては、特にインドネシアでは問題である。

（高橋委員）91年条約の加盟を目指している中国や、韓国のフォーラムに対する姿勢

が積極的かどうかについて伺いたい。 

（永田）EAPVPフォーラムはもともと日中韓で始まったことから、両国とも熱心であ

る。中国は、もともと日中韓で始めたというプライドをもっており、また、自国でも

いろいろな品種保護に関する国際協力活動を行っている。資金援助して欲しいという

より、自分たちの出番を作ってほしいと考えているようだ。韓国は中国ほど熱心では

ない。歴史的メンバーであるのでいろいろな面で一緒に活動している。両国とも地域

協力活動である e-PVP Asiaについてはいまのところ様子見といった感がある。 

（堺田座長）例年、本会合について資金面の補助はどうなっているのか。 

（永田）基本的には、必要経費、例えば会場費、資料費、通訳費などは、農林水産省 

委託事業として事務局が支援している。飲食は開催国負担である。 

（堺田座長）基本的に日本が負担しているということか。 

（永田）ODA事業であるため、ODA対象国については、日本負担である。ODA対象国 

でない国は自己負担である。 

（堺田座長）例えばシンガポールやブルネイでフォーラム年次会合を開催するならば、

開催国負担か。 

（永田）そのとおり。 

（宮本課長補佐）たとえば、ベトナムで開催されるフォーラム年次会合に ODA対象国

別添 2(1) 
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が参加するならば、渡航費について負担するが、シンガポールは自費で参加となる。 

（堺田座長）日本が会合、セミナーの挨拶など主導をしているのか。 

（永田）事業全体のドナーとして挨拶などしている。 

（宮本課長補佐）日本が ASEAN+3農相会合で提案し、イニシアティブをとって取り組

んでいるフォーラムなので、資金面での援助やドナーとしての冒頭挨拶の他、日本の

PVP制度を紹介するプレゼン等も行っている。 

（永田）途上国が多いため、よく似た状況の方を講師に招き、ベトナムなどに話を聞

くことが多い。ケースバイケースで日本が話をすることもある。 

（越部委員）東アジア版 CPVOがあったらいいという話が昔からあった。ASEANとは最

近どういう関係になっているのか。 

（宮本課長補佐）そのための土台として、まずは e-PVP Asiaの取組を進めている。

e-PVP Asiaの利用はUPOV加盟が前提であり、当初の参加国はベトナムと日本となる。

e-PVP Asiaへの参加国が増えていけば、ASEANとのつながりも強くなると思う。 

（越部委員）CPVOにも意識させた方がいいのではないか。 

（宮本課長補佐）CPVOも e-PVP Asiaシステムのテストに当たり、当局としての立場

から、オブザーバーとして意見をもらっている。この他、EUもアジアで知財セミナー

も行っており、重複の無いよう、フォーラムと連携して取り組めるよう、協力活動の

内容に関心が高い。 

（越部委員）本フォーラムにとって、ASEANという組織の意味はないのか。 

(永田)ASEAN事務局にも 3年くらい前から参加いただいている。今回も招待を送って

いる。  

 (3)各国の PVP制度の整備・充実に向けた協力活動の実施方針 

（宮本課長補佐）インドネシア提案のシステム開発について、採択といわれたが、イ

ンドネシア現地の法律に即したシステムならば、UPOV 制度とはずれたものとなり 10

年戦略から外れる。e-PVP Asiaを構築しようとしている今、かけ離れたシステムを作

られても困る。無条件で採択は難しい。 

（石川）同じく、インドネシアの提案であるが、希望時期が 10カ月から 1年とある。

セミナーというよりもシステム開発費支援の要請ではないのか。 

（永田）インドネシアに内容を確認する。日本も UPOV PRISMAに準拠可能なシステム

にすべく対応策を講じている。このような発想ではないかと思う。 

（宮本課長補佐）遺伝資源を含めたシステム開発となれば、この事業では、10年戦略

の中のサポートとしては不可能。 

（永田）システム開発費ならばサポート不可、遺伝資源も含まれているＤＢならば、

サポート不可ということで、確認する。 

（宮本課長補佐）ＰＶＰが 10年戦略に沿った形であれば、ということ。UPOV準拠の

システム開発ならば、別事業でサポート可能である。 

（石川）ラオスの法律の英語訳をつくる支援というのは可能か。 

（永田）可能であるが、ラオス側が既に英訳はあると言っている以上、さらに、英訳の

支援は難しい。英訳のオーソライゼーションの手続きができていないと説明を受けて
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いる。 

（堺田座長）10 年戦略の柱に沿って各国が協力活動を提案しているという理解でよ

いか。 

（永田）10年戦略は 2018年より開始で固定されているが、各国の提案は、ローリン

グプランである。 

（水野委員）カンボジアのキュウリ、ジュウロクササゲのＤＵＳ試験研修の提案であ

るが、ベトナムでも同じ試験をしているので、日本からの紹介だけでなくベトナムで

どのように行われているか紹介するのがいいのではないか。 

（永田）まさにそのとおりだと思う。ベトナムから現地に行ってもらえるかどうかは

わからないが、協力は要請する予定である。 

（三位委員）カンボジアの視察研修というのは不採択とあるが、項目として種別で視

察研修というのはあるのか。 

（永田）左の種別は便宜上記載したもので、内容はメンバー国が書いてきた提案書を

そのまま記載した。戦略上決まっている協力活動の種別は先ほど申し上げた 6つであ

る。幹部研修として、大臣、副大臣、局長といった UPOV 加盟について決定権を持っ

ている方が UPOV 制度の運営について視察するようなものは、戦略的に、例外的に支

援対象としている。幹部同士で交流という形で政策決定者が視察するケースは従来も

支援対象とした例がある。 

（三位委員）カンボジアは、なんでインドネシアへ視察に行きたいのか疑問に思った。 

（永田）憶測になるが、インドネシアは UPOVに加盟していないが、非常に大きな PVP

組織、数十名程度のスタッフを持っていて年間 100から 200品種を登録する品種保護

制度を運営している。カンボジアとしては一つのモデルと考えているのではないか。 

（三位委員）自分たちに合っていそうだと考えているのだろう。 

（永田）そう思う。 

（越部委員）ベトナムはかなり PVP制度ができ上がっていると見えるが、サポートし

ておかないと、他メンバー国への影響も出かねないと考える。引き続きなんらかの支

援が必要なのではないか。 

（永田）ベトナムの PVPオフィスの方に伺うと、北部はもともと社会主義国で統制が

取れており、PVP制度もすんなり入ったが、南部の方はなかなかそうはいってないと

のことで、ベトナムでも南部の PVP制度の浸透に力をいれている。今まで、種苗会社

の立場から、また、育種家としての農民の立場から PVP制度のメリットを紹介してき

たが、今年は、ＰＶＰ制度を使う農民側にメリットがあることを紹介したい。 

（大島委員）協力活動提案や、年次会合、セミナー参加者にフィリピンが入っていな

い理由はなにか経緯があるのか。 

（永田）原因はわからない。品種保護制度はあり、日本からの出願を含め、登録もあ

る。研修にもよく参加している。試験場の人もよく参加し、質問も積極的にしている。

関心がないわけではないが、従来から自分たちが主催しなくても他国のプログラムに

参加すればよいとの考えなのではないか。 

（大島委員）結構品種登録にはうるさいという印象があったので、質問した。 

（石川）以前は、日本で品種保護の JICA 研修を受けたママリルさんという種苗関係
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のトップの方が担当されていて、非常に関係もよかった。熱心に活動されていた。偉

くなられて、担当を外れてから引き継いだ方は、それほど PVPについて熱心ではない

のか、協力活動提案も出てこない。参加者リストにフィリピンは含まれていないが、

これから申込みがあると思う。 

（４）e-PVP Asia 現状報告 

永田より説明のあと、宮本課長補佐より補足説明があった。 

（堺田座長）システムがイメージできる資料はないか。こういう議論については、委

員が理解できるようなベーシックな資料を提供してほしい。 

（永田）今後の会議では、参考資料として添付するようにする。e-PVP Asiaでは、申

請書の様式統一、審査報告書の共有が大きな２つのコンポーネントである。 

（宮本課長補佐）まず UPOV の共通出願様式をベースに、そこに各国が必要なもの、

例えば日本の場合、輸出先国の指定等、日本での出願にあたって必要な情報を付け加

えて作り上げる。 

（永田）基本的には UPOV のテストガイドラインに沿って試験をして、一カ所の栽培

試験結果が他の国でも使えるということである。 

（堺田座長）例えば、日本の試験の結果をベトナムが使って登録するのをシステム的

に行うというようなことか。 

（永田）そのとおり。 

（宮本課長補佐）当初 MOCに署名する東アジア地域の国は、日本とベトナムであるが、

コアな議論にはマレーシア、ミャンマー、ブルネイも加わった。 

（堺田座長）非常に重要な取組だと思う。ワールドワイドな戦略の下で議論されてい

るのか。 

（宮本課長補佐）ヨーロッパに関しては、CPVO に出願すると EU 加盟国 27 カ国で育

成者権が得られる。法律が揃ってはじめてそういうことが可能。従前議論のあった東

アジア版 CPVO 構想は同じようなことがアジアでもできないか、というのが考え方。

まずは、入口の出願で共通にし、将来的には植物種ごとに各国で審査を行い、その結

果を共有するということも想定される。 

（堺田座長）将来的に、世界的な調和を目指して、まずは東アジアの UPOV 加盟国で

共通プラットフォーム構築を進めるという考え方か。 

（宮本課長補佐）そのとおり。 

以 上 
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令和４年度植物品種等海外流出防止総合対策・推進委託事業

（東アジア植物品種保護フォーラムの推進）

第２回検討委員会議事概要

Ⅰ 日時：2022年 11月 24日（金） 10：30－12:00 

Ⅱ 場所：三会堂ビル９階第２会議室 

Ⅲ 議事： 

１．JATAFF理事長挨拶   藤本 潔 

２．農林水産省挨拶  

輸出・国際局知的財産課種苗室国際品種保護班課長補佐  萩原 実のり 

３．議事概要 

進行役（JATAFF植木）より、座長を第１回と同じ農研機構 堺田輝也理事にお願いす

る旨説明し、参加者の紹介を行った。リアル参加は髙橋委員、三位委員。オンライン

参加は堺田座長、大島委員、越部委員、水野委員。 

〇フォーラム第 15回年次会合の報告及び植物品種保護に関する国際セミナーの報告 

（説明者：JATAFF永田部長） 

（永田部長） 

・国際セミナーのテーマ：EDVはインドネシアが要請したもの。

・”Benefits of PVP System for Farmers”は、種子産業だけでなく農家にとっての有益性

を議論した。インドネシアでは原品種と比較して７０％以上の特性が維持されていれば EDV

であり、UPOV条約と整合しない。このことは、法律に次ぐ政令という高いレベルで規定され

ている。

（水野委員）

・テストガイドラインの調査形質の７０％同じであれば EDVということか。

（永田部長）

・そのとおり。７０％の規定は、テストガイドラインにおいて定められているものではなく、

インドネシアの法律に次ぐ政令という高いレベルで規定されている。

（髙橋委員）

・年次会合に中国から多くが参加している。最近、中国では申請が増加して審査が停滞して

いる。９１年条約加入を目指しているとの情報もある中で、中国の動きについてコメントは

あったか。 

・セミナーで、ベトナムの農家の収入がアップしたとあるが、データはあるか。PVP導入に関

しては農家の警戒感が大きい中で、データがあった方が説得力がある。韓国ではシャインマ

スカットによって農家の収入がかなり向上してよかったといわれている。最近は品質が低下

して価格が下がったとのことだが。 

（永田部長） 

・中国の申請はすごい勢いで増えていると承知。習主席は種苗を含む、知的財産に熱心と報
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道されており、出願手数料が無料となっている。また、UPOV理事会の議長は中国からであり、

力が入っている。 

・EAPVP フォーラムに関し、昨年、中国から協力したいとの offer があった。今年度のオン

ライン申請のセミナーの講師も引き受けており、協力的。

・ベトナムの農家の収入アップのデータは二つある。UPOV が 10 年ほど前にドイツのコンサ

ルに発注し、ベトナムのイネ、トウモロコシ農家の UPOV 加盟前後の収入を調査しており、

UPOV の WEB で公開されている。また、ベトナムの Vinaseed 社もベトナムの農業所得に関し

て調査を行い、保護品種の優良種子を使うことで農家の収入が増えたと報告している。 

（越部委員） 

・「クディリの農家で起きたケース」とはどのようなケースか。 

（永田部長） 

・ジャワ島東部の県の事件。ニセの種子を作った事件であり、逮捕されたのが農家。ニセの

種子を登録品種の名前で販売したものであり、PVP以前の問題。農家の自家増殖とは異なる。

（堺田座長）

・年次会合に関し、韓国の状況如何。

（永田部長）

・韓国はオンライン申請に関するセミナーの講師を引き受けてくれた。中国、韓国ともに自

国のシステムに自信を持っている。 

〇 PVP 制度の整備・充実に向けた各国の協力活動の実施について 

（説明者：JATAFF永田部長） 

（永田部長） 

・各国で実施される協力活動はコロナの影響でオンライン併用となり、英語で行うことから、

他の国からも聞けるようになった。 

（髙橋委員） 

・日本（種苗管理センター）が主催した DUS 試験の基礎講座、専門講座に中国から大勢が、

基礎研修には 13名が参加している。若い人が多いのか。審査体制を強化しようとしているの

か。

（永田部長）

・シニアも参加している。英語で勉強したいという人もいるとの印象。中国の試験地は全国

に分散しており、地方の人が多い。地方の試験地にはあまり審査経験がない人もいるのでは

ないか。

（萩原補佐）

・UPOVで中国語を公用語とすることが採択され、TG等の諸々の文書の中国語への翻訳が始ま

っている。UPOV事務局に人を派遣する話もあり、研修センターを作る動きもある。UPOVに精

通した専門家を育成している。

（永田部長）

・足元を固めて栽培試験や審査を行うとともに、一帯一路の一環として中央アジアなどの品

種保護分野でもリーダーシップをとりたいということではないか。
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（石川専門協力員） 

・中国が大勢参加したのは、NCSSのやり方を信頼しているからではないか。中国の審査官は

日本で学んだ人が多い。中国は品種保護に関しては協力的という印象。 

（萩原補佐） 

・中国には未だに検疫の関係で栽培試験のために種苗が持ち込めない。中国とは審査協力を

進めないといけない。 

（髙橋委員） 

・中国に関しては、体制整備もいいが審査協力も進めて欲しい。栽培試験が２年失敗して先

に進まない事案がある。 

（永田部長） 

・中国の今のシニアの審査官はかつて NCSSで研修を受けており、日本にお世話になったとの

意識がある。その流れが中断しているのは残念。審査協力については国家林業草原局（柿等

を所管）とは以前から行っており、今も受け入れてもらっているものもある。 

（髙橋委員） 

・タイの啓発セミナーについて、当局は農民の協力を得て前へ進めるとの強い意志で要望し

たのか。 

（永田部長） 

・品種保護当局は、従来から PVP を進めたいと考えている。ただ、NGO に反対の動きがある

のが長年の懸念。 

（髙橋委員） 

・PVPへの抵抗感は薄らいでいるのか。 

（永田部長） 

・ベトナムで、UPOV加盟により優良品種が流通し、農家所得が向上したことについては、タ

イも理解している。 

（石川専門協力員） 

・タイの調査で地方で意見を聞いたことがある。種子会社は、新品種の開発にあたって用い

た遺伝資源の関係で利益配分をしなくてはいけない。イーストウエスト社は栽培技術の研修

等いろんな形で、途上国側への利益配分をしている。これからは品種保護だけではなく、栽

培技術指導とセットで行えば理解が進むのではないか。 

（堺田座長） 

・NCSSが行った基礎と専門研修について、アンケート結果、改善点を NCSSと共有願いたい。 

・また、これら活動をプレイアップする機会があれば PR願いたい。 

（石川専門協力員） 

・この研修は、NCSSにグローバルな視点を養ってもらうことも目的の一つであり、若手が伸

びておりうれしい。 

 

〇 e-PVP Asia現状報告、ベトナムにおける PVPシステム及び e-PVP Asiaに関するセミナ

ー 

（説明者：農林水産省赤松専門員及び JATAFF永田部長） 

（コメントなし） 
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〇 その他検討を要する事項 

（石川専門協力員） 

・日本が PVP制度を導入して 40年。NCSSには 30年の栽培試験の蓄積、レファレンスコレク

ションがあるが、制度を導入したばかりのカンボジアやミャンマーは何も蓄積がない。日本

で制度導入時に何を行ったか、入手できるものの特性分類調査を行って基準値を設定したり

した。急に 40年の蓄積がある日本と同じことはできないので、何から始めるのかに留意して

はどうか。現役の職員ではわからないので、水野委員を含め当時を知る方に聞く必要がある

と思うが。 

（永田部長） 

・ベトナムが制度導入当初にどう取り組んだかも参考となる。 

（越部委員） 

・イーストウエスト社の話題があったが、この会社はこういうことに積極的な会社。各国の

協会や会社でできるところは少ない。イ社に声をかける際、各国の協会にも声をかける配慮

をお願いしたい。 

・e-PVP Asiaの参加国の見通しはどうか。 

（萩原補佐） 

・UPOV加盟に近いのは、CPTPPを批准し、UPOV加盟義務が課せられているマレーシア、UPOV

理事会において国内法案の UPOV91年条約の整合性が承認されたブルネイ、知財法の改正に伴

い、UPOV91年条約に整合する PVP制度の整備を進めているラオスであり、積極的な働きかけ

を行い、加盟の際は、e-PVP Asiaへの参加を求めたい。 

（越部委員） 

・マレーシアへ進出しようとする会社がいくつかあるようだが、これら状況を踏まえたもの

と理解している。 

 

以 上 
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令和４年度植物品種等海外流出防止総合対策・推進委託事業

（東アジア植物品種保護フォーラムの推進）

第３回検討委員会議事概要

Ⅰ 日時：2023年 2月 17日（金） 10：30－12:00 

Ⅱ 場所：航空会館 504会議室 

Ⅲ 議事： 

１．JATAFF理事長挨拶   藤本 潔 

２．農林水産省挨拶  

輸出・国際局知的財産課種苗室国際品種保護班課長補佐  長野 暁子 

３．参加者 

リアル参加：堺田座長、越部委員、三位委員 

オンライン参加：水野委員 

欠席：高橋委員、大島委員 

４．議事概要  

今年度の反省点、課題と改善の方策について 

 協力活動の講師らが反省点、課題改善点を話し合い、貢献者である種苗管理センター内、

及び次年度活動に生かすべき。

 年度初めに、本事業で調査している各国制度調査の結果も活用し、UPOV加盟に向けて協

力活動の優先順位を話し合う必要。

 民間もアジア各国の UPOV加盟及び権利侵害対策に関心が高い。協力活動に民間からの協

力を増やすことも検討可能。

５．詳細 

座長をこれまで同様、農研機構 堺田理事にお願いして議事開始。 

〇令和 4年度事業報告（説明者：JATAFF永田部長） 

（越部委員） 

・品種登録出願時親系統・親品種の提出を求める国はなくなったと理解して良いか。求めら

れても提出することはないが。 

（石川） 

・中国は規定はあるが実際は出さなくてもよい。

（長野補佐） 

・各国制度の取りまとめにラオスを追加願いたい。法改正の有無の欄は有用だが、内容の記

載があるとさらに有難い。

（水野委員）

・カンボジア DUS 研修の事務局所感について、講師陣と感想や次回への反省点を振り返る場

別添 2(3) 
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を設けてはどうか。 

（永田部長） 

・事務局の反省メモは NCSS にメールで伝えているが、ご提案の様に話し合う場を設けたい。 

（水野委員）

・フォーラムの活動報告は web サイトに掲載されている。講義のビデオを視聴したいが参加

者に限定されている。 

（永田部長） 

・一般には公開しておらず、このことを前提に講師にお願いしているが、視聴は講師の了解

があれば可。 

（越部委員） 

・講義で使用するデータは相手国にわかる単位とすべきと指摘されているが、統計データに

ついても穀物類に豆類が含まれていないか等の確認も必要。 

（三位委員） 

・中国はイチゴを木本植物、韓国は茶を樹木ではないとして扱っているとのことだが、理由

は何か。 

（永田部長） 

・イチゴは果実として扱われることから樹木、お茶は高さを大きくしないことから樹木でな

いとしていると推察されるが詳細は不明。 

（石川） 

・日本の種苗法は、木本植物かどうかで区別しているが、UPOV条約は、「樹木及びぶどう」か

どうかで区別している。EU では最近、アジサイを trees として扱い未譲渡性を６年とした。

この解釈が国により異なる場合が有り得るので、今回、各国への調査項目に含めた。 

（堺田座長） 

・カンボジア研修に関しては NCSSも資源を割いている。受講生や品種に関する情報は早めに

伝えてほしい。反省点の情報を共有し、今後、効率が上がるよう願いたい。 

（永田部長） 

・NCSSには力を入れていただいており、感謝している。

（堺田座長）

・NCSSと事務局との振り返りには、NSCCの業務全体を見る者、管理職を入れて組織内での共

有を図ってほしい。

・フォーラム構成国へのアンケートは大変な労力だが、調査項目について種苗室の意見を聞

いているのか。

（石川）

・毎年意見を聞いている。

（堺田座長）

・アンケートの結果はどのように活用されているのか？

（永田部長）

・知財課内からの情報提供依頼がある。

（長野補佐） 

・各国の法律について情報が必要な場合、UPOV未加盟国の法律や特に実施規則を探すのは時
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間がかかり、このように正確で一覧性のある資料は大変助かる。 

（永田部長） 

・昨年度、各国の法令を、英語、あるいは現地語から日本語に訳しまとめている。部内資料

扱いであるが、活用願いたい。

（堺田座長）

・EAPVPフォーラムの目標の一つは UPOV加盟の増加。各国制度の課題がちりばめられている。

有効に活用できるのではないか。

（石川）

・NCSSは若い方も英語で講義していただいている。コロナも落ち着いてきたので現地へ行っ

て人のネットワークを作っていただきたい。

〇今年度事業の反省点、課題と改善の方策について

（堺田座長）

・年度末にはラオスで face-to-faceの活動が予定されているが、これまでの間、カンボジア

でのオンラインの DUS 研修の実施などの蓄積ができ、活動の幅が広がったのではないか。今

後の活動に活かしてほしい。

（越部委員）

・APSAの会合において地域での育成者権侵害の問題が取り上げられた。民間企業はこの実態

を理解して UPOVへの加盟に協力すべき。関連の会合に声掛けをしていただけると有難い。 

（永田部長） 

・JATAFFは EAPVP 以外にもオンラインの説明会なども行っているし、EAPVP のセミナーでは

これまでも越部委員にもご協力いただいている。UPOVに関連がある活動は日種協等を通じて

声掛けしていきたい。 

（長野補佐） 

・UPOV加盟に向けて官民で協力していきたい。啓発セミナーで種苗会社から、UPOV加盟国だ

からどんなことができる、未加盟国だとこれはできない等を具体的に話してもらうのも一案。 

・反省点の共有について、議事メモを作成するだけでなく次回以降に生かすことが必要。事

業報告書に含めるほか、言いっぱなしで終わらずに対応策が検討されるようにする方法を考

えていただきたい。 

（永田部長） 

・冒頭に長野班長から policy maker の方との communication が重要との話があったのと同

様に、NCSSとの振り返りの場に管理職の方に参加頂くのは重要。

（越部委員）

・東アジアには、DUS試験に人と予算を割けない小さな国が多い。ASEANとしてデータが流通

する、データを共同で作成するなどの運用も重要ではないか。このような one stop service

は種苗会社に歓迎される。

（永田部長）

・発足予定の e-PVP Asia は出願様式を共通化し、審査協力を進めるもの。

・DUS 試験については、例えばカンボジアで全てはできないが、その国にとって重要な作物

はその国で行い、できないものは他の国のデータを活用する仕組みが良いのではないか。制

度がある以上、policy makerへの説明のためにも、DUS試験を全くやらなくていいかどうか
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は疑問。 

（堺田座長） 

・働きかけ国の優先順位を含めて年度初めの会議で議論できればいいのではないか。

〇令和 5年度第 16回 EAPVPフォーラム年次会合・協力活動等について 

（説明者：JATAFF永田部長） 

（三位委員） 

・UPOV加盟できそうな国はどこか。加盟が近そうな国を重点的に支援してはどうか。

（永田部長） 

・UPOV加盟を表明しているのはミャンマー、ブルネイ、マレイシア。最近、ラオスが UPOVに

接触しており、日本の年度末ではあるがどうしてもワークショップを face-to-faceでやりた

いということで、３月 28日という日程しかないとのことで、行うこととなった。カンボジア

は担当者が熱心であり、来年度、本会合をホストする。インドネシアは審査官が何十人もい

て、自国の PVP 制度を運用する体制は整っているものの難しい面がある。ミャンマーは政治

情勢から支援は難しく、ブルネイはもたもたしている。ラオス、カンボジアが重点国ではな

いかと思う。 

（長野補佐） 

・UPOV加盟支援の重点国の選択は、法制度がどうなっているかとか、何がボトルネックにな

っているかといった様々な要素があるので、慎重に行う必要がある。EAPVPの協力とは別に、

政府間での直接の働きかけも行っている。

（越部委員）

・民間としては、一般的に大国の優先度が高く、例えばインドネシア（ただし、同国はおか

しな法があるので厳しい点がある）は重要。他方、小さな国が多く UPOVに加盟する方が早道

かもしれない。それぞれの状況があると思うが。

（石川）

・すでに加盟した国、加盟を予定していないインドネシア、タイ、フィリピンも重要。何が

できるかを考えてネットワークを構築すべき。加盟を表明しない国を排除する UPOVの姿勢と

EAPVPの考えは、必ずしも同じではない。 

・日本の UPOV加盟は２年半を要した。官主導とではあったが、日種協を中心に民間を挙げて

組織を作ってかなりの応援があった。ほかの国でもこのような取り組みができたらいい。 

（越部） 

・タイに事務局が所在する APSA でも、タイの UPOV 加盟に関して相当力を入れている。それ

ぞれの国の種苗協会の協力が重要ということであれば検討の余地がある。 

以 上 
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